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教職員の懲戒処分について 

 

 

【処分1】 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（減給１月） 

２ 処 分 年 月 日  令和６年１２月１９日 

３ 職名・年齢・性別  教諭・２８歳・男性 

４ 地 域 ・ 校 種  越生町・公立中学校 

５ 発 生 年 月 日  令和６年４月１日 

６ 事件・事故の概要 

  当該職員は、令和６年４月１日（月曜日）午後４時７分頃、普通乗用自動車

を運転し、坂戸市大字北大塚６３７番地１先の緩やかに左にカーブした道路を

走行中、自車を対向車線に進出させ、相手方男性が運転する普通乗用自動車に

自車を衝突させた。 

  その結果、同男性に全治約３か月間を要する腸間膜損傷等の傷害を、同乗者

女性に全治約８週間を要する椎体骨折等の傷害を負わせた。 

 

 

【処分2】 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（戒告） 

２ 処 分 年 月 日  令和６年１２月１９日 

３ 職名・年齢・性別  教諭・３０歳・男性 

４ 地 域 ・ 校 種  白岡市・公立中学校 

５ 発 生 年 月 日  令和５年９月２３日 

６ 事件・事故の概要 

  当該職員は、令和５年９月２３日（土曜日）午後０時３０分頃、普通乗用自

動車を運転し、蓮田市馬込１丁目３５番地付近の十字路を右折しようとしたと

ころ、進行方向の右側から走行してきた相手方女性運転の自転車に、自車の左

前方部を衝突させた。その結果、相手方女性に全治１週間程度の擦過傷を負わ

せた。  

  また、当該職員は、衝突後、直ちに車両の運転を停止して被害者の状況の確

認及び警察への通報を行うことなく、その場を離れた。 
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● 問合せ先   

  教育局 小中学校人事課 管理指導担当  

      【処分1】新保、【処分2】青木 

      直通 048-830-6933  内線 6933 

      E-mail: a6930@pref.saitama.lg.jp 
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